
 

 

                                                                   

 

 

 

第２章　施策の推進状況 

 

 

 

 

 

 

ポ イ ン ト

　本章では、北海道教育推進計画（令和５年度（2023年度）～令和９年度（2027年度））

で設定した２２の施策項目ごとに、指標の状況や施策の推進状況を分析し、「順調」、

「概ね順調」、「やや遅れている」、「遅れている」の４つの区分により総合評価を行

うとともに、総合評価を踏まえた次年度の取組を示します。 

 

[ 評価の概要 ] 

(1) 対象年度 

　　令和５年度（2023年度）（北海道教育推進計画の各施策項目に関する点検･評価） 

 

(2) 評価内容 

　ア　定量評価 

　　　施策項目ごとに設定した目標指標について、進捗状況により分析・評価 

 
　イ　定性評価 

　　　施策項目の取組の柱ごとに整理した内容に基づき評価 

 
 Ｐｌａｎ Ｄｏ Ｃｈｅｃｋ

 
 主な取組 取組の実績 取組の成果と課題
 

 

   ウ　定量評価と定性評価の結果に基づく総合評価

 

　エ　総合評価を踏まえた次年度の取組   → 　Ａｃｔｉｏｎ



 

定性評価 

(０～１点) 

定量評価 ①各推進指標の進捗率により４段階で評価 
 

進捗率 100％以上 90～100％ 80～90％ 80％未満 

点 数 ４ ３ ２ １ 

 

②各指標の平均点により判定 

 
 
 

定性評価 ③各取組を次の観点により２段階で評価 

 

 

 

 

 

 
 

④各取組の平均点により判定 

 

総合評価 ➄定量評価と定性評価の合計点により判定 

 
 
                 

判定の基準 

合計点 総合評価 

4.6 以上 順  調 

3.6 以上 4.6 未満 概ね順調 

2.1 以上 3.6 未満 やや遅れている 

2.1 未満 遅れている 

(定量評価できない場合) 判定不可 
 

 

評価の方法 

定量評価 １～４点 

定性評価 ０～１点 

点検・評価の結果を踏まえた取組を進め、施策の方向性に

進展が見られるか 

点 数 

 進展が見られる 進展が見られない 

１ ０ 

定量評価 

(１～４点) 

各指標の 

平均点 

総合評価 

(１～５点) 

合計点 
各取組の 

平均点 



- 35 -

１　 個別施策の評価  

 

   北海道教育推進計画（令和5年度（2023年度）～令和9年度（2027年度））の体系図 

 

 【自立】　自然豊かな北の大地で、世界を見つめ、自立の精神にあふれ、  

 　　　　自らの夢に挑戦し、実現していく人を育む  

基本理念  

【共生】  ふるさとへの誇りと愛着を持ち、これからの社会に貢献し、  

　　　　共に支え合う人を育む  

基本理念を実現するための３つの施策の柱 ２２の施策項目

 

 施策の柱　 １  ① ＳＤＧｓ・ＥＳＤの推進          　 　  Ｐ36 

 　 子どもたち一人一人の可能性を  ② 幼児教育の充実                      Ｐ40 

   引き出す教育の推進  ③ 新しい時代に必要となる資質・能力の育成 

   （小・中学校）                       Ｐ43 

 ④ 新しい時代に必要となる資質・能力の育成 

   （高校）                             Ｐ46 

 ⑤ 特別支援教育の推進                  Ｐ49 

 ⑥ ＳＴＥＡＭ教育の推進                Ｐ52 

 ⑦ キャリア教育の充実                  Ｐ55 

 ⑧ 体力・運動能力の向上                Ｐ58 

 ⑨ 健康教育・食育の充実                Ｐ61 

 ⑩ 道徳教育の充実                      Ｐ64 

 ⑪ ふるさと教育の充実                  Ｐ67 

 ⑫ グローバル人材の育成                Ｐ70

 

 施策の柱２  ⑬ ＩＣＴの活用推進                    Ｐ73 

   学びの機会を保障し質を高める  ⑭ いじめ防止の取組の充実               Ｐ76 

   環境の確立  ⑮ 不登校児童生徒への支援の充実        Ｐ79 

 ⑯ 教員の養成・採用・研修の一体的な改革の 

    推進                                 Ｐ82 

 ⑰ 働き方改革の推進                    Ｐ85 

 ⑱ 学びのセーフティネットの構築        Ｐ88

      

 施策の柱３　  ⑲ 地域と学校の連携・協働の推進        Ｐ91 

   地域と歩む  ⑳ 生涯学習・社会教育の振興            Ｐ94 

   持続可能な教育の実現  ㉑ 安全・安心な教育環境の構築          Ｐ97 

 ㉒ 芸術文化活動の推進                 Ｐ100



SDGs・ESDに関する問題

解決的な学習活動に取り

組んでいる高校の割合

(%)

100.0 100.0

9.0

(R3)

100.0 100.0 100.0

86.6%

86.6

79.0

R5.5

管内高等学

校等の状況

調査

（道教委）

90.0
小50.1

中46.4

(R3)

　　ＳＤＧｓの視点で環境教育に取り

組む学校を６校選定し、知事部局と

連携して取組を支援するとともに、包

括連携協定を結ぶ企業におけるＳＤ

Ｇｓに関する教材及び出前授業を周

知し、取組の支援を行った。
R6.10

点

R６.７

教育活動等

に関する調

査

（道教委）

基準値

(R4)

目標値(上段)

実績値(下段)
点

数

SDGsに関する体験活動

を実施している小・中学校

の割合(%)
60.0 70.0 80.0

施策項目１　ＳＤＧｓ・ＥＳＤの推進 所管課
教育政策課（施設課、社会教育課、文化財・博物館課、高

校教育課、義務教育課、特別支援教育課）

施 策 評 価 調 書

１　施策の状況

施策名

100.0

２　定量評価

指標

R5 R6 R7 R8 R9

進捗率

出典

（調査機関）

調査期日

施策の

方向性

(要約)

○　　SDGs達成のため、全ての道民が、地球規模の様々な課題を「自分事と捉え」て「解決に向けて考え」、「行動する力を身に付け

    る」とともに、「新たな価値観」や「行動変容」をもたらすESDを推進する。

○　　環境教育、国際理解、気候変動などの個別分野を持続可能な開発の視点から統合した、分野横断的な教育を全ての学校で取

    り組み、未来像を予測して計画を立てる力や多面的・総合的に考える力、他者と協力する態度などを育成する。

○ 　学校と地域など多様な主体が連携したESDの実践を通して、「北海道SDGs推進ビジョン」に示された北海道の「めざす姿」の

   実現につなげる。

前年度

の状況

総合評価 評価年度（令和   年度）の取組【Ｐ】

①ふるさと教育及び観光教育の充

実を図る「ふるさと教育・観光教育

等推進事業」を実施し、実践交流

会等において地域資源の活用につ

いて普及啓発

（再掲：施策項目11（１））

①-1 北海道ふるさと教育・観光教

育等推進事業の指定校を対象とし

た実践交流会の開催（６月、11月

開催、実践校：小31校、中８校、義

務２校、協力校：小24校、中19校、

義務３校）、11月の開催では指定

校以外の全道の小・中学校に参加

を促し、指定校の取組を周知

①-2 児童生徒が多様な他者と交

流する豊かな体験活動の充実に係

る取組事例をWebページに掲載

３　定性評価
取組

の柱

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

①実践交流会の実施によ

り、ふるさと教育・観光教育

の在り方や授業改善の取

組の理解について、肯定的

な回答が９割を上回るな

ど、施策に係る教員の理解

に進捗が見られる。また、指

定校の児童生徒を対象と

した年２回のアンケート結

果において、地域の歴史や

自然への関心等に係る設

問の肯定的な回答が増加

したことから、北海道に対

する愛着や誇りが高まった

と考えられる。

①-1 北海道に対する愛着や誇りを育むふるさと教育・観

光教育の在り方や授業改善の取組のポイントについて、

教員の理解が深まるとともに、指定校の児童生徒の北海

道に対する愛着や誇り等が高まったが、引き続き、多くの

指定校に取組の趣旨等を広める必要がある。

①-2 地域資源を活用した豊かな体験活動の推進に進捗

が見られるが、趣旨等をより一層浸透させる必要がある。

点

数
(1)持続可能な社会の創り手を育む主体的・対話的で深い学びの実現 点1

R６.３

特別支援教

育総合推進

事業成果報

告

（道教委）

学校経営方針に位置付

け、SDGs・ESDに関する

問題解決的な学習活動に

取り組む特別支援学校の

割合(%)

42．０ 50.0 67.0

33.3

1

点

100.0

79.3%

84.0

　　第２回全道代表高等学校長研究

協議会（6月）において、北海道地方

ESD活動支援センターから講師を

招へいし、「ESDアドバイザー制度」

について説明を行ったほか、道内４

校の管理職・教員がアドバイザーの

説明を受け、ＥＳＤへの理解を深め

た。

2

点

　　副校長・教頭会議等において、

SDGs・ESDに関する問題解決的な

学習活動の推進について周知を

図った。SDGs･ESD双方に取り組ん

だ学校が前年度から倍増した（４→

８校）。今後も学校訪問等で周知す

るなど、継続的な取組を進める。

(前年度の状況欄は、来年度以降作成の報告書から記載されます。)

分析(令和５年度の主な

取組と成果)【Ｄ・Ｃ】

所管課ＨＰ

－36－



①「こども基本法」の施行

に伴い、各学校における人

権教育の意識が高まる中

で、人権教育研究指定校

の成果報告会や学校訪問

等での指導助言の充実を

図ることができた。

②新たに北海学園大学と

連携でき、異文化交流の

機会を増やすことができ

た。

取組

の柱
(3)多様性を尊重した共生社会の実現に向けたESDの推進

点

数
1 点

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

①各種研修の機会を活用し、人権

教育を充実するとともに、学校にお

ける人権教育の組織的・計画的な

取組の推進

（再掲：施策項目10（４））

②大学や関係機関等と連携して、

異なる文化や外国人とのふれあい

を深める体験交流等の機会の充

実（再掲：施策項目１２（３））

①-1 各キャリアステージの基本研

修に、児童の権利等に係る内容を

含めたほか、全ての初任段階教員

に配付する「学校教育の手引」に

実践事例を掲載し、初任段階教員

研修において周知

①-2 指導主事を対象とした公立

小・中学校各教科等担当指導主

事研究協議会を実施し、指導主事

の学校訪問等において教育活動

全体を通じた人権教育の充実につ

いて指導助言

②異文化や外国人留学生と交流

する機会を充実させるため、

「Hokkaido Study Abroad

Program2023」を実施。

　　高校生の大学派遣は、北海学園

大学会場に30名が参加、北海道

大学会場に36名が参加（参加生

徒数R4:24名→R5:66名、会場数

R4:１→R5:２）

　　留学生の高校派遣は、全道23

校に延べ34名を派遣（派遣留学

生数R4:31名→R5:34名）

①-1　基本研修の講座を通して、児童生徒に対する日常

的な言動や性的マイノリティなどの視点から、受講者の人

権意識を高めるとともに、人権教育に対する理解を深める

ことができた。

　　引き続き、各キャリアステージの基本研修の目的や対象

に応じた講座を設定するとともに、研修内容の一層の充実

が必要である。

①-2　公立小・中学校各教科等担当指導主事研究協議

会を実施したことにより、指導主事が指導助言の方向性

について共通理解を図ることができた。

　　「こども基本法」の基本理念を踏まえた取組の一層の

充実を図るため、引き続き、学校訪問等において、学校教

育活動全体を通じた人権教育の充実に向けて指導助言

を行う必要がある。

②参加者の９割以上が留学生との文化交流が有意義

だったと回答。また、参加者全員が留学経験者によるス

ピーチについて有意義だったと回答。留学生等との交流に

より、異文化や多様な価値観に触れる機会を創出できた。

　　参加希望者が増えているため、連携大学を拡大し、定

員を増やす必要がある。高校生の大学派遣について、会

場が札幌のみであり、遠方に居住する生徒は参加が困難

なことが課題である。

①SDGsの視点に立った環境教育

の推進

②環境負荷の低減に資する教育

施設への転換及び転換に向けた

市町村の取組の支援

①-1 道教委のポータルサイトに児

童生徒・保護者・教員向けの

SDGs･ESD学習用教材を掲載し、

各学校や市町村教育委員会に周

知するなどして環境教育等での活

用を促進（９月）

①-2 ＳＤＧｓの視点で環境教育に

取り組む学校を６校選定し、知事

部局と連携して取組を支援すると

ともに、包括連携協定を結ぶ企業

におけるＳＤＧｓに関する教材及び

出前授業を周知し、取組を支援

②-1 道立学校施設の照明を老朽

化対策に伴う大規模改造工事等

に合わせ、LEDへ変更

②-2 市町村に対し、学校施設の

脱炭素化のための国の支援制度

の情報提供の実施

取組

の柱

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】

①-1　北海道地方ESD活動支援センターの「ESDアドバ

イザー派遣制度」について、道内の公立学校（小中高特）

に通知するとともに、第２回全道代表高等学校長研究協

議会（６月）において、ESDやSDGｓをテーマとした学習に

ついて説明し、制度の活用を促進した。

　　道内４つの高等学校の管理職、教諭がアドバイザーの

説明を受け、ＥＳＤへの理解を深めた。アドバイザー派遣校

の増加に向けた更なる取組が必要である。

①-2  指定校の実践等によりＳＤＧｓの視点に立った環境

教育の推進に進捗が見られるが、趣旨等を一層浸透させ

る必要がある。

②-1 道立学校では、R５は大規模改造工事等に合わせ、

11校で照明をLEDへ変更したが、施設数の多さから整

備完了までには予算と時間を要する。

②-2 市町村立学校では、R５に、エコスクール・プラス（環

境を考慮した学校施設として整備する学校）が１校認定。

太陽光発電整備事業は２事業採択され、徐々に取組が進

みつつあるが、取組推進のためには多額の費用を要する

ことから、市町村の計画的な取組についての働き掛けや

国の財政支援の情報提供と拡充が必要である。

①-1　北海道地方ESD活

動支援センターと連携し、

ESDアドバイザー制度の

活用が進められている。

①-2　指定校における環

境教育の推進に進捗が見

られる。

②-1 道立学校の照明数

に占めるLEDの割合上昇

（R4:21.6％

　　　　　　　→R5：26.0%）

②-2 エコスクール・プラス

認定校数は年々増加して

いる。太陽光発電整備事

業実施数は着実に増加し

ている。

取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

(2)学び考え行動する環境教育の推進とゼロカーボン実現に向けた環境整備
点

数
1 点

②スーパーサイエンスハイスクール

（ＳＳＨ）指定校を拠点とした先進

的な理数教育の実践研究及び実

践事例の普及

（再掲：施策項目6（4））

②-1 ＳＳＨ指定校の研究成果の発

表を行う理数探究セミナーの開催

（３回（11月～12月）、29名参加）

②-2 ＳＳＨ指定校から、近隣の高

校に対し、科学の甲子園のＰＲ活動

を推進（科学の甲子園北海道大会

全道９会場、高校生276名参加）

②-1参加者（理科、数学科の教員）に対し、SSH校にお

ける実践事例を周知。探究的な学習に係る指導の工夫・

改善について参加者の理解が深まった。

　　R６年度入学者の教育課程において、「理数探究」や

「理数探究基礎」を開設する学校が一部の学校に止まっ

ていることから、引き続き科目の内容や指導方法等につい

て周知が必要である。

②-2 参加学校数が昨年より増加（２３校→２６校）し、自

然科学に興味・関心をもつ生徒の裾野の拡大に寄与。参

加する学校がなかった地域（会場）もあり、より一層の周

知が必要である。

②-1 参加者の約９割がＳ

ＳＨ校以外の学校から参

加。参加者は、ＳＳＨ校の実

践を参考に、教科「理数」

の開設を含め、理科・数学

教育の充実に向けた方策

について理解を深めた。

②-2 参加学校数、参加生

徒数が増加傾向。本道の

代表校が全国大会でも入

賞した。

－37－



取組

の柱
(4)包摂的かつ持続可能なイノベーションの推進に資する人材の育成

点

数
1 点

③-１ 生徒は、海外の生徒に対する成果の発表や質疑応

答などの交流を通して、探究活動の質やグローバルな視

点で探究活動への意欲を向上させることができた。

③-２ 身近なツールを用いて国際交流の機会の充実を図

り、生徒の国際理解や外国語への学習意欲の向上に繋げ

ることができた。一方で、時差や学期の違い等に留意し

て、交流する日程等を調整する必要がある。

③- ３　オンライン交流に参加した９名全員が、相手国の文

化を深く理解し、事業に参加して良かったと回答。アル

バータ側生徒の希望者が多いので、北海道側生徒の参

加者が増えるよう、事業を一層周知する必要がある。

④障害者の学びの支援入門講座により、社会教育主事等

が障がい者の学校卒業後の学びの現状や課題について

理解を深めることができた。また､コンファレンスやキャラバ

ン隊による地域住民の取組への機運の醸成や、教育、医

療、福祉が連携した講座により、今後に生かせる運営ノウ

ハウを蓄積できた。

　　地域で行われる学びの情報を、障がい者や家族に周知

する方策を検討することが必要である。

③-１　海外の高校生との

交流を通して、探究への機

運をより一層高め、グロー

バルな視点で探究活動に

取り組む意欲が向上した。

③-2　台湾の学校１校と新

規に交流を開始でき、国際

交流の機会が増加した。

④一部の市町村教育委員

会では、社会教育中期計

画に本取組を盛り込む動

きがあるなど、障がいの有

無にかかわらず、誰もが参

加できる機会を拡充する動

きが見られる。

①地域と産業の持続的発展をけん

引するイノベーターとしてのマイス

ター育成を図る「マイスター・ハイス

クール事業」の取組を通じ、マネジ

メント及びコーディネート機能を強

化した教育活動を推進し、職業人

材育成システムを構築

（再掲：施策項目７（３））

②企業連携によるリモートインター

ンシップの機会の確保などＩＣＴを

活用した就労も含めた職業教育促

進に向けた取組を実施

（再掲：施策項目５（２））

①-1 マイスター・ハイスクール事

業の運営委員会の開催（静内農

業高校：６月、10月、２月・厚岸翔

洋高校：６月、11月、２月）

①-2 マイスター・ハイスクール事

業（静内農業高校）成果発表会

（12月、参加者：約130名）　の開

催

②リモートインターンシップ（３校）

及び特別支援学校企業向け見学

会（18校で実施　136企業203名

が参加）の実施

①-1　事業最終年度となる静内農業高校では、次年度以

降の取組の継続に向けて、地域や産業界と連携した取組

を教育課程に位置付けるとともに、コンソーシアムを設立

するなど、職業人材育成システムを構築できた。

 　 次年度が事業最終年度となる厚岸翔洋高校では、事

業終了後の取組の継続に向けて、職業人材育成システム

の構築を図る必要がある。

①-2　生徒による事業を通して学んだことの紹介や、地域

や産業界の方との協議などを行う成果発表会を通じて、

事業の成果を全国に発信することができた。

②リモートインターンシップの参加校や企業向け見学会参

加企業の増加により、生徒の就労意欲の向上につながっ

たため、引き続き取組が必要である。

①静内農業高校が地域や

産業界と一体となって構築

した職業人材育成システム

を広く普及・啓発している。

また、Ｒ６には、厚岸翔洋高

校においても、同様の人材

育成システムの構築を予

定している。

②経済部雇用労政課など

関係機関と更なる連携を

図り、職業教育の促進に取

り組む。

①社会教育施設等の機能を活用

し、地域住民や関係団体、行政の

協働による地域課題を解決する社

会教育事業の実施

（再掲：施策項目２０（４））

②子どもたちの歴史・文化への理

解と北海道への愛着の醸成を図る

ため、「北海道・北東北の縄文遺跡

群」を活用した教材開発やゲスト

ティーチャー授業、世界遺産子ども

サミットの開催

（再掲：施策項目２２（５））

①学校を核とした地域づくりの推

進に向けて、学校と地域の教育課

題に対応した地学協働の実際の

取組事例を学ぶ「社会教育ベー

シック講座」をオンライン実施(７月

55名参加)

②-1 縄文時代の人々の暮らしを

紹介する動画教材の開発

②-2 動画教材や整備済みの教材

を一人一台端末で利用するゲスト

ティーチャー授業の実施（10校）

②-3 世界遺産子どもサミットをオ

ンラインで開催（2月82名参加）、

内容を全道の学校及び文化財担

当者向けにYouTubeで公開

①地域と学校が連携した様々な取組における役割と責任

を担い合う関係づくりの重要性と、地学協働を活性化させ

るための理解を深めることができた一方で、地域コーディ

ネーターの発掘や育成方法に係る丁寧な情報提供が必

要である。

②-1･2 教育活動の実施校が3.1%(79.7%→82.8%)

増加したが、北海道の歴史的な特徴への理解を更に進め

る上で、縄文時代の前後の時期に関する教材が必要であ

る。

②-2　ゲストティーチャー授業の実施により、児童生徒の

縄文時代に関する理解が向上しているが、教育活動実施

校の割合が目標に達していないことから、目標の達成に

向けた教材の内容等の検討が必要である。

②-3　各学校・団体による世界遺産を活用した取組の発

表を相互に参考とし、それぞれの活動が活性化している

が、将来的な学習や取組の継続が必要である。

①学校が地域と連携する

ことで生まれる子どもたち

への教育的効果と地学協

働を推進するための方策

について理解を深めること

につながった。

②-1･2　教材動画を追加

し、地域の遺跡の活用を推

進した。

②-3　参加者に高校生を

加えるとともに発表を公開

し、各地域での取組を促進

した。

取組

の柱

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

(5)地域と連携したESDの推進
点

数
1 点

取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】

③オンライン交流など、高校生の国

際理解や国際交流の機会の充実

（再掲：施策項目１２（４））

④障がい者の学びのニーズや特

性に応じた学びの機会の確保や取

組の支援

（再掲：施策項目２０（２））

③-1　高校生が地球規模の諸課

題の解決に向けて探究した成果

を、海外の高校生と交流する機会

の設定

③-2　道立学校延べ22校が12の

国・地域の学校とオンライン交流を

実施

③-3　アルバータ州と11月から６

週間、道立学校生徒９名とアル

バータ州生徒15名がオンライン交

流を実施

 ④「障害者の生涯学習支援体制

構築モデル事業」の実施

　障害者の学びの支援入門講座

　（全５回、82名）、コンファレンス

　（154名）、　キャラバン隊（５会

　場162名）、多様な主体による

 学習プログラム構築事業（６事

業）
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５　総合評価を踏まえた次年度の取組【Ａ】

　取組の柱(1)持続可能な社会の創り手を育む主体的・対話的で深い学びの実現

　○　 引き続き、北海道ふるさと教育・観光教育等推進事業の指定校を中心に、授業改善の取組のポイントや地域資源を活用した体験活動

　　　等の理解を促す取組を推進する。

　○　 先進的な理数教育の実践研究及び実践事例の一層の普及を図るとともに、自然科学に興味・関心をもつ生徒の一層の拡大を図る。

　取組の柱(2)学び考え行動する環境教育の推進とゼロカーボン実現に向けた環境整備

　○　 ＳＤＧｓの視点で環境教育に取り組む学校を６校選定し、知事部局と連携して取組を支援するとともに、包括連携協定を結ぶ企業におけ

　　　るＳＤＧｓに関する教材及び出前授業を周知するなどして、ＳＤＧｓの視点に立った環境教育を推進する。

　○　 道立学校の照明LED化について、引き続き、大規模改造工事等に合わせて整備を進めるとともに、大規模改造工事等の対象ではない

　　　学校についても整備に着手する。

　○　 市町村に対し、環境負荷の低減に資する教育施設への転換に向けて計画的に取り組むよう働き掛けるとともに、国の支援制度などの必

　　　要な情報提供を行う。取組の促進のためには多額の費用を要することから、国に対して支援内容の充実と地方負担を軽減する財政措置

　　　等施策の継続・充実を要望する。

　取組の柱(3)多様性を尊重した共生社会の実現に向けたESDの推進

　○　 各種研修の機会を活用し、人権教育を充実するとともに、学校における人権教育の組織的・計画的な取組を推進する。また、人権教育

　　　研究指定校の取組成果を普及する。更に、地域フォーラムの開催により、子どもの権利についての理解を深めるなど、地域ぐるみでの心の

　　　教育、人権教育を普及する。

　○　 大学や関係機関等と連携して、異なる文化や外国人との触れ合いを深める体験交流等の機会の充実を図る。

　　   　オンライン交流など、高校生の国際理解や国際交流の機会の充実を図る。

　○ 　障がい者が参加しやすい講座やイベントを全道各地で拡充させるため、市町村や社会教育施設における受入体制の向上や、障がい者

　　　の学びの情報保障などをテーマに、研究調査や地域連携コンソーシアム会議等での具体的な方策についての協議を進める。

　取組の柱(4)包摂的かつ持続可能なイノベーションの推進に資する人材の育成

　○ 　サポート企業や知事部局との連携による企業への呼び掛けのほか、テレワークによる現場実習など、産業構造の変化に対応した職業教

　　　育の充実により、障がいのある児童生徒の職域の一層の拡大を図る。

　○ 　地域と産業の持続的発展をけん引するイノベーターとしてのマイスター育成を図る「マイスター・ハイスクール事業」の取組を通じ、マネジ

　　　メント及びコーディネート機能を強化した教育活動を推進し、職業人材育成システムを構築する。

　取組の柱(5)地域と連携したESDの推進

　○　 世界文化遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」を始めとする地域の縄文遺跡を教材として、学校教育での活用を推進するとともに、世

　　　界遺産子どもサミットにおける各校の発表を公開し、各地域での取組を促進する。また、普遍的価値の普及啓発を図るため、国の交付金

　　　を活用し、インタープリテーション（遺産の価値を正確に伝え、その保護への理解と協力を得るために行うコミュニケーション）の在り方につ

　　　いての調査研究や青少年向けの講演会等を実施し、成果を広く公開する。

　○　　地域の多様な特色を活かした特徴的な地学協働の取組の理解を深め、自立した地域社会の基盤の構築・活性化を図る「学校を核とし

　　　たまちづくり」を推進し、地学協働活動の普及啓発を図る。

４　総合評価
定量評価の判定

(各指標平均点)　[ア]
定性評価の判定[イ] 合計点[ア＋イ] 総合評価

1.5 1.0 2.5 やや遅れている

－39－



施 策 評 価 調 書

１　施策の状況

施策名 施策項目２　幼児教育の充実 所管課 義務教育課（社会教育課）

２　定量評価

指標
基準値

(R4)

目標値(上段)

進捗率
点

数

施策の

方向性

(要約)

○   幼児教育施設において、研修等の制度の活用により、幼児の発達の特性や個々の課題に応じた質の高い教育の提供を実現

　　する。

○　 幼児教育の意義が社会的に共有され、各地域において、各教育主体が子どもを中心に組織的につながる幼児期からの学び

　　の基盤を充実させる。

○　 家庭や地域との連携の下、保護者が相互に交流し、子育てに関する相談などの支援を受けながら、地域ぐるみで子どもを育て

　　る体制を構築する。

前年度

の状況

総合評価 評価年度（令和　　年度）の取組【Ｐ】

(前年度の状況欄は、来年度以降作成の報告書から記載されます。)

出典

（調査機関） 分析(令和５年度の主な

取組と成果)【Ｄ・Ｃ】
実績値(下段)

R5 R6 R7 R8 R9 調査期日

100.0

　　北海道幼児教育推進協議会での

関係団体等との議論を踏まえ、各種

研修で幼小連携の理解を深める講座

を実施し、今年度新たに小学校の管

理職を対象に、小学校側からのアプ

ローチの視点で研修を実施した。
点

R6.７

教育活動等

に関する調

査

（道教委）

外部人材の意見を取り入

れて、保育者の資質・能力

の向上に取り組んでいる

幼児教育施設の割合(%)
41.4

(R3)

48.0 56.0 64.0 72.0 80.0

域内の幼児教育施設の意

見を踏まえて小学校入学

後のスタートカリキュラムを

編成している小学校の割

合(%)

87.2

(R3)

R6.10

89.7 92.2 94.7 97.2

　　幼児教育の知見を有する相談員を

14管内に配置し、幼児教育施設の要

請に応じて派遣し、助言等を実施した

ほか、相談員の活用促進に向けてリー

フレットを刷新し、幼児教育施設へ配

布するとともにＨＰで啓発した。R6.12

点

幼児教育実

態調査

（道教委）

R6.8

　　振興局ごとに設置する管内ネット

ワーク会議や市町村職員等を対象と

した研修を全ての管内で実施し、幼小

連携・接続の意義の理解を深めるとと

もに、地域の課題や効果的取組など

について情報共有を推進した。R6.12

60.0 70.0 80.0 90.0

点

幼児教育実

態調査

（道教委）

R6.8

「北海道子ども読書応援

団」に登録している読書ボ

ランティアが実施する読み

聞かせの回数（回）

※幼児を対象としたもの

877

(R3)

1,200 1,225 1,250 1,300 1,350

調整中

域内の幼児教育施設と小

学校等が、幼小連携・接続

の方向性を協議する機会

等を設定している市町村

の割合(%)

48.3

(R3)

100.0

　　北海道子ども読書応援団ニュース

「ゆめ＊よみ」を年２回発行し、読書応

援団の読書活動について道内の図書

館や学校へ普及啓発した。北海道子

ども読書応援団に16団体が新規に

登録された。

R6.7
点

R6.6

「北海道子

ども読書応

援団」活動

調査

（道教委）

54.0

89.5%
2

　　家庭教育サポート企業等制度を活

用した地域の取組を拡充する必要性

について、啓発用資料も用いて、教育

委員会や締結企業等への働き掛けを

強化し、取組を進める市町村が13市

町村増え、26市町村となった。

14.5

家庭教育サポート企業が

教育委員会等と連携して

家庭教育支援を行う市町

村の割合(%) 7.3

16.2 25.6 35.1 44.5

北海道の市町

村における生

涯学習推進

体制の整備状

況調査（道教

委）

点

R５.6

所管課ＨＰ
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３　定性評価
取組

の柱
(1)幼児教育施設等における組織としての取組の充実

点

数
1 点

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

①幼小連携・接続についての意義

の理解を深め、効果的な取組を進

めるための研修を実施するととも

に、モデル地域において幼小が円

滑に接続するためのカリキュラム開

発に向けた実践・検証を行う「北海

道版幼児教育スタートプログラム

事業」を実施

①-1 全道14管内で自治体職員、

幼児教育施設の保育者、小学校の

教員等を対象にした「幼小連携・

接続担当者研修」を開催（R5:約

450名参加）

①-2　道内の２町（えりも町、佐呂

間町）をモデル地域とし、幼小が円

滑に接続するためのカリキュラム開

発に向けた実践・検証を行う「北海

道版幼児教育スタートプログラム

事業」を実施

①幼児教育施設と小学校において「接続を見通した教育

課程の編成・実施が行われている」市町村の割合は全体

の４割程度であり、増加傾向にあるものの十分とは言えな

い状況にある。取組に遅れが見られる市町村では、幼小連

携・接続の意義の理解が十分ではないなどの状況が見ら

れるため、引き続き、研修の実施や「北海道版幼児教育ス

タートプログラム事業」のモデル地域などにおける実践事

例の普及啓発など、連携・接続の手順や留意点などを周

知する取組を推進する。

①幼小の接続を見通した

「教育課程の編成・実施が

行われている市町村」及び

「教育課程の編成・実施は

行われていないが、授業や

行事等の交流が行われてい

る市町村」が増加傾向にあ

り、各地域で幼小連携に向

けた取組が着実に進められ

てきている。

取組

の柱
(2)保育者の資質・能力の向上

点

数
1 点

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

①多忙な保育者の研修機会を確

保する観点から、ICTを活用したオ

ンライン研修とオンデマンド教材を

効果的に組み合わせた園外研修を

実施

②幼児教育相談員派遣による助言

等の実施、園内で研修を推進する

園内研修リーダー育成研修の実

施、園内研修で活用できる教材の

開発

①「初任保育者研修」「中堅保育

者資質向上研修」「施設長研修」

などの園外研修をオンライン・オン

デマンドで実施。

②-1 幼児教育相談員による助言

体制の整備（R5:全管内に計42名

配置、25件の派遣）

②-2 園内研修リーダー育成講座

の実施（R5:５２名が参加）

②-3 園内研修用のオンデマンド教

材を新たに開発

①保育者の利便性が高い、ICTを活用したオンラインとオ

ンデマンド教材を効果的に組み合わせた研修が定着して

きており、園外研修の受講者が増加傾向（R2:933名→

R5:1,414名）にあることから、引き続き、研修内容や教材

の充実に向けた取組を推進する。

②幼児教育施設において、幼児教育相談員派遣事業や園

内研修リーダー育成講座、園内研修用オンデマンド教材を

活用した園内研修が行われてきており、更に多くの幼児教

育施設での活用が図られるよう、各種会議や研修等の機

会を捉えた周知等を図る取組を推進する。

①保育者の研修については

昨年度同様、オンラインとオ

ンデマンド教材を効果的に

組み合わせた研修を中心に

予定どおり実施した。

②園内研修リーダーを中心

とした園内研修の実施や幼

児教育相談員などの外部

人材を活用した園内研修を

実施した幼児教育施設が

増えており、保育者の資質

向上に向けた取組が着実に

推進された。

取組

の柱
(3)幼児教育の振興を支える体制づくりの推進

点

数
1 点

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

①地域の課題やニーズを踏まえた

研修、助言などの必要な施策を進

めるため、福祉部局、幼児教育関

係団体、市町村、市町村教育委員

会などによる会議等を開催し、関係

部局の連携を充実

①14管内で振興局・教育局及び

市町村首長部局と教育委員会で

構成する「管内幼児教育振興ネット

ワーク会議」を開催し、地域におけ

る課題や活動等に関する取組事例

などを関係者間で広く共有

①「管内幼児教育振興ネットワーク会議」の開催を通じ、幼

児教育の充実や幼小連携・接続などに関わる地域の課題

等について情報共有を実施した。継続的に連携する体制

が構築されてきており、引き続き、様々な情報提供を行いな

がら、地域における連携体制の構築に向けた取組を推進

する。

①昨年度と同様14管内で

の会議の開催を通じ、管内

ごとに課題等を共有するこ

とで、継続的に連携する体

制が構築されてきている。

調整中 1.0 調整中

４　総合評価
定量評価の判定

(各指標平均点)　[ア]
定性評価の判定[イ] 合計点[ア＋イ] 総合評価

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

①「地域における家庭教育支援基

盤構築事業」を継続実施し、支援

者の資質向上や家庭教育支援

チームの設置を促進

②全道各地の家庭教育支援チー

ムの取組を強化するため、オンライ

ンを活用した研修と交流の機会の

充実

①②家庭教育推進協議会の実施

（オンライン・２回）

　家庭教育支援者養成研修の実施

（オンライン・77名）

　家庭教育支援研究協議会（16会

場306名）

　『家庭教育ナビゲーターハンド

ブック』の改訂。『家庭教育支援だ

より』の新規発行

①②全道規模及び地域での研修により、家庭教育支援者

の資質向上を図るとともに、家庭教育支援チームの意義な

どについて理解を促進した。

　　家庭教育支援者を対象とした家庭教育支援者養成研

修、家庭教育支援研究協議会において交流機会を設けた

ことにより、地域の現状に応じた家庭教育支援の在り方に

ついて理解を促進した。

　　家庭教育支援チームの取組を充実するため、資質向上

の研修機会と新規登録に向けた継続的な働き掛けが必要

である。

①②家庭教育支援チームの

登録は、前年度より増加し

た（14→15団体）。また、複

数の市町村で、新たな設置

の動きが見られている。

取組

の柱
(4)家庭や地域における教育・保育の充実

点

数
1 点

－41 －



５　総合評価を踏まえた次年度の取組【Ａ】

　取組の柱（１）幼児教育施設等における組織としての取組の充実

　○ 　「北海道版幼児教育スタートプログラム事業」の継続的な実施を通じ、モデル地域などの実践事例、連携・接続の手順や留意点などを

　　　広く全道に周知し、各地域において幼小連携・接続が一層推進されるよう取組を推進する。

　取組の柱（２）保育者の資質・能力の向上

　○ 　各幼児教育施設のニーズを把握しながら、多忙な保育者が参加しやすいICTを活用した効果的な研修や幼児教育相談員による助言、

     新たな園内研修用教材の開発など、保育者の資質向上に向けた取組を推進する。

　取組の柱（３）幼児教育の振興を支える体制づくりの推進

　○ 　管内幼児教育振興ネットワーク会議を基盤に、幼児教育施設、小学校、関係機関との連携をより強化することにより、幼児教育の重要性

     の共通理解を図る。

　取組の柱（４）家庭や地域における教育・保育の充実

  ○ 　家庭教育サポート企業等制度の活用促進に向けて継続的に働き掛けを行うとともに、家庭教育支援チームをはじめとした家庭教育支

     援者の資質向上やネットワーク化を図る「家庭教育支援者資質向上研修」の実施を通じ、地域における家庭教育支援の推進体制の充実

　　　を図る。

－42 －



　　学校図書館の環境整備に係る理解

促進パンフレットを送付した。

　　広報誌やホームページ等において

道内学校の好事例を紹介した。

R7.2

点

R6.6

学校図書館

の現状に関

する調査

(道教委)

学校図書館図書標準を達

成している学校の割合

(%)（小） 小42.5

(R3)

50.0 55.0 60.0 65.0 70.0

家や図書館で、普段、１日

10分以上読書をすると回

答した小学６年生、中学３

年生の割合(%)

小57.1

中48.4

73.0

87.9% 2

 　読書習慣や家読の推進に係るリー

フレット「時間の目安を決めて子ども

の生活リズムを整える！」を発行した。

 　幼児児童生徒の読書への関心を高

める「子どもの読書活動応援動画」を

HPで公開（18動画 23,270回視

聴）している。

小58.1

中49.0

61.0 64.0 67.0 70.0

点

全国学力・

学習状況調

査

（文科省）

R5.4

2

　「ＩＣＴ端末を活用した家庭学習の手

引」を作成した。

　全国と比較し、授業以外で勉強する

時間が短い傾向にあることから、ＩＣＴ

端末やクラウドサービスを活用した家

庭での学習習慣の確立に向け、当該

資料を活用した保護者への周知を進

め、理解促進を図っている。

小52.4

中59.0

点

R5.4

全国学力・

学習状況調

査

（文科省）

授業以外に、１日当たり１

時間以上勉強すると回答

した小学６年生、中学３年

生の割合(%)
小56.6

中63.6

66.0 68.0 70.0 72.0 74.0

84.4%

小・中学校の国語、算数・

数学の平均正答率が全国

以上の教科数
1

4

0.0%
1

　　検証改善サイクルの確立に向けた

協議会の開催や推進教員の巡回指

導により、子どもたちの資質・能力を

育成。全国平均を上回る教科はない

ものの、　平均正答率の全国平均との

差が全ての教科で2.0ポイント以内と

なるなど、改善の傾向が見られた。
0

4 4 4 4

点

R5.4

全国学力・

学習状況調

査

（文科省）

3

　　新しいかたちの学びの授業力向上

推進教員が対象校を巡回し、授業改

善を支援した。

　対象校において、主体的・対話的で

深い学びの実現に向けた授業改善が

図られた。

　指標は、目標値は下回っているもの

の、小学校では全国平均より高く、小

学校、中学校とも前年比増となってい

る。

小82.4

中79.2

点

R5.4

全国学力・

学習状況調

査

（文科省）

話し合う活動を通じ、自分

の考えを深めることなどが

できていると回答した小学

６年生、中学３年生の割合

(%)
小80.3

中78.0

84.0 88.0 92.0 96.0 100.0

96.2%

どの程度、ＰＤＣＡサイクル

を確立しているかとの質問

に対し、「よくしている」と

回答した学校の割合(%)

（小、中）
小46.2

中49.0

小58.4

中54.5

58.0 67.0 76.0 85.0

R7 R8 R9 調査期日

94.0

97.4% 3

　　EBE協議会を開催し、小中高の管

理職等による組織的な授業改善等に

向けた協議を実施した。

　学力向上に向けた取組の方向性に

ついての共通理解やエビデンスに基

づく具体的な取組の明確化が図られ

た。

　指標は、目標値は下回っているもの

の、全国平均より高く、前年比増となっ

ている。

点

R5.4

全国学力・

学習状況調

査

（文科省）

施 策 評 価 調 書

１　施策の状況

施策名
施策項目３　新しい時代に必要となる資質・能力の

　　　　　　　　　　育成（小・中学校）
所管課 学力向上推進課（社会教育課、高校教育課、義務教育課）

２　定量評価

指標
基準値

(R4)

目標値(上段)

進捗率
点

数

施策の

方向性

(要約)

○   全国学力・学習状況調査の結果を系統的に分析し、学力向上に向けた教育活動の検証と改善に全ての教職員が一体となって

　　組織的に取り組む。

○　 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を進め、新しい時代に必要となる資質・能力を育成する。

○　 ＩＣＴ等を活用し、発達段階に応じて、全ての子どもたちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充

　　実を図る。

○　 規則正しい生活を送ることにより学習意欲の向上を図るため、子どもの望ましい生活習慣や学習習慣の定着に向けて、家庭・地

   域と連携した取組を促進する。

前年度

の状況

総合評価 評価年度（令和  年度）の取組【Ｐ】

(前年度の状況欄は、来年度以降作成の報告書から記載されます。)

出典

（調査機関） 分析(令和５年度の主な

取組と成果)【Ｄ・Ｃ】
実績値(下段)

R5 R6

所管課ＨＰ

－43－



①自主・自律的な学習習慣・生活

習慣の定着に向けた取組

①ＩＣＴ端末やクラウドサービスを活

用した家庭での学習習慣の確立に

向けた取組事例の収集と周知

①「ＩＣＴ端末を活用した家庭学習の手引」や望ましい生活

習慣、学習習慣の定着に向けたリーフレットを作成し、これ

らを活用することで、保護者等への周知が広がった。

　 クラウドサービスや学習アプリを活用し、一人一人の興

味・関心に応じた学習の定着を図る取組の推進が必要で

ある。

①手引等の活用により、家

庭・地域への周知を進めた

が、関連する指標の実績値

はR４を下回っており、学習ア

プリ等の活用促進に向けた

取組が必要である。

取組

の柱
(4)家庭・地域と連携した望ましい生活習慣、学習習慣の定着

点

数
0 点

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

①デジタルを活用した学習環境の

充実による、１人１台端末やクラウド

サービスなどＩＣＴを効果的に活用

した授業改善等の推進

①ＩＣＴを活用した授業改善のスペ

シャリストなどが学校を巡回し、授

業改善等を推進

①T・T（ティーム・ティーチング）による指導助言、校内研修

の実施などにより、巡回した学校において授業中の様々な

場面でのICT活用を図ることができた。

　 子どもたちの興味・関心・意欲が一層高まるよう、学習ア

プリ等を使った個に応じた学びの提供など、更なるＩＣＴの

活用が必要である。

①推進教員による指導助言

等によりＩＣＴを活用した授

業改善が進んでいる。

①教科指導に豊富な経験と高い専

門性を有する教員（推進教員）が

中心となり、学校を巡回し、授業力

向上及び学校全体の授業改善を

推進

①国語、算数・数学の教科指導や

ICT活用のスペシャリストがグルー

プとなり、学校を巡回する「新しい

かたちの学び授業力向上推進事

業」において、指導方法や指導体

制の工夫等の指導助言などを実施

（小46校、中４校に配置）

①Ｔ・Ｔ（ティーム・ティーチング）による指導助言、校内研修

の実施などにより、巡回した学校における組織的な授業改

善の取組を進めることができた。

　 道内全域での授業改善が図られるよう好事例・実践例

の一層の普及啓発が必要である。

①推進教員による指導助言

等により主体的・対話的で

深い学びの実現に向けた授

業改善が進んでいる。

取組

の柱
(3)ICT環境を適切に活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実

点

数
1 点

取組

の柱
(2)主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

点

数
1 点

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

①各学校段階において育成を目指

す資質・能力を明確にし、学校段階

間において共有するなど、小学校か

ら高校までの12年間を見通した検

証改善サイクルの確立

①EBE（Evidence Based

Education）協議会を開催し、小中

高の管理職等で組織的な授業改

善等に向けた協議を実施（全管内

で２回開催）

①各学校において、エビデンスに基づく児童生徒の資質・

能力の育成に向けた取組について学校種間で意見交換

することなどにより理解の深まりや、自校の取組の明確化、

取組過程の検証を図ることができた。

　　小中高一貫した取組の充実を図るため、組織的な授業

改善や校内体制整備の一層の推進が必要である。

①小中高の管理職等が一

堂に会し、協議することによ

り、各学校における授業改善

に関する取組が進んでいる。

点

R5.5

３　定性評価
取組

の柱
(1)教育課程の実施状況を評価してその改善を図る検証改善（PDCA）サイクルの充実

点

数
1 点

70.0

167.4% 4

　　EBE協議会を開催し、小中高の管

理職等で組織的な授業改善等に向け

た協議を実施した。

　　12年間を見通した、エビデンスに

基づく学力向上に向けた取組の重要

性について学校種間の共通理解が図

られてきている。83.7

中学校と高校との円滑な

接続の観点を踏まえた教

育課程を編成している高

校の割合(%) 37.8

50.0 55.0 60.0 65.0

管内高等学

校等の状況

調査

（道教委）

2

　　EBE協議会を開催し、小中高の管

理職等で組織的な授業改善等に向け

た協議を実施した。

　　12年間を見通した、エビデンスに

基づく学力向上に向けた取組の重要

性について学校種間の共通理解が図

られてきている。

　　指標は、目標値は下回っているもの

の、全国平均より高く、前年比増となっ

ている。

小27.4

中36.2

点

R5.4

全国学力・

学習状況調

査

（文科省）

近隣の小（中）学校と教育

課程に関する共通の取組

をよく行ったと回答した学

校の割合(%)（小、中） 小21.7

中30.2

37.0 43.0 49.0 55.0 61.0

85.9%

学校図書館図書標準を達

成している学校の割合

(%)（中） 中40.6

(R3)

60.0

　　学校図書館の環境整備に係る理解

促進パンフレットを送付した。

　　広報誌やホームページ等において

道内学校の好事例を紹介した。

R7.2

44.0 48.0 52.0 56.0

点

R6.6

学校図書館

の現状に関

する調査

(道教委)

分析(令和５年度の主な

取組と成果)【Ｄ・Ｃ】
実績値(下段)

R5 R6 R7 R8 R9 調査期日

指標
基準値

(R4)

目標値(上段)

進捗率
点

数

出典

（調査機関）

－44－



令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

①コミュニケーション・トレーニング

や防災教育プログラムを活用した

学校の活動支援

②地域や学校と連携した主催事業

の実施

①-1 学校の宿泊研修等において、

コミュニケーション・トレーニングプ

ログラムを提供

（小:10校460名、義務:1校33名、

中:14校752名）

①-2 宿泊研修や出前事業により、

体験活動を通じて「ネイパル防災ア

クティブ・プログラム（ネイパル防災

Ａ・Ｐ）」を提供（小R4:12校→

R5:27校、中R4:3校→R5:47校）

②小・中学生を対象とした主催事

業を実施（2,649名／77事業）

①-1 学校の宿泊研修の目的として最もニーズの高い、人

間関係の構築を支援することができた。今後は、より対象

の特性に応じた支援の充実に向け、職員のコミュニケー

ション・トレーニングに関する知識や指導技術の向上を図

る。

①-2 前年度比で約５倍の小・中学校にプログラムの提供

が図られた。今後は、プログラムの教育効果等の発信によ

り、取組の一層の普及を図る。

②主催事業における多様な体験活動を通して、子どもたち

のコミュニケーション能力や主体性を育むことに寄与でき

た。今後は、地域の団体や企業との一層の連携による取組

の充実を図る。

①-1 コミュニケーション・ト

レーニングの集計を初めて

実施したため、R5を基準年

度とする。

①-2 前年と比べプログラム

の提供校が増えている。

②前年と比べ小・中学生を

対象とした主催事業が増え

ている。(事業数：R4:76事

業→R5:79事業)

取組

の柱
(6)コミュニケーション能力や主体性を育む体験活動の充実

点

数
1 点

2.4 0.8 3.2 やや遅れている

５　総合評価を踏まえた次年度の取組【Ａ】

　取組の柱（１）教育課程の実施状況を評価してその改善を図る検証改善（PDCA）サイクルの充実

　○  全国学力・学習状況調査等の分析結果を踏まえたエビデンスに基づく児童生徒の資質・能力の育成を図るため、EBE協議会の開催や学

    力向上に関するヒアリングの実施など、組織的な授業改善や校内体制の整備に向けた取組を推進する。

　取組の柱（２）主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

　○　 推進教員の巡回による学校全体の授業改善に向けた取組の実施を通じて、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の充実

     を図り、その成果を地域全体や管内に普及する。

　取組の柱（３）ICT環境を適切に活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実

　○  １人１台端末やクラウドサービス等を活用し、個々の興味・関心等に応じた学習活動の充実など、授業改善等を推進する。

　取組の柱（４）家庭・地域と連携した望ましい生活習慣、学習習慣の定着

　○  放課後及び長期休業中における端末を活用した家庭学習の充実に向けた支援や、学習履歴をデジタルで記録し児童生徒の個別最適な

    学習指導への活用を促進するなど、望ましい学習習慣等の定着に向けた取組を推進する。

　取組の柱（５）言葉を学び、感性を磨き、表現力を高める読書活動の推進

　○  学校司書向けの講習のほか、新任校長等も対象としたオンデマンド研修を行い、学校図書館や読書活動推進に関する理解促進を図ると

　　　ともに、学校図書館の環境整備の充実を図る。

　○  学校司書やボランティアによる読書活動の推進に取り組むため、講習や指導資料、好事例の普及啓発により資質向上を図る。

　取組の柱（６）コミュニケーション能力や主体性を育む体験活動の充実

  〇　 コミュニケーション・トレーニングや防災教育プログラムを活用した学校の活動支援を拡充させるとともに、地域や学校と連携した主催事

　　 業の充実を図る。

４　総合評価
定量評価の判定

(各指標平均点)　[ア]
定性評価の判定[イ] 合計点[ア＋イ] 総合評価

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

①学校司書の資質向上に係る講

習や学校図書館の活用促進の指

導資料の作成

②道立図書館及び市町村立図書

館等との連携による読書環境の整

備や、資料・情報サービスの提供に

よる読書活動の充実

③子どもが読書に親しむ機会の充

実に向け、公立図書館等と読書関

係団体やボランティア等の連携促

進に係る取組の推進

①学校図書館担当職員講習の実

施（小・中学校の受講者：27名）、

利活用促進指導資料の作成・送付

や好事例の紹介による普及啓発

（年14回）、社会教育巡回訪問等

において指導資料等を活用した指

導助言を実施

②読書環境充実に向けた公立図

書館等との連携のほか、道立図書

館において「学校図書館支援事

業」や「支援貸出事業」などを実施

（39市町村及び９校）

③道内スポーツチームと連携した

子どもの読書活動応援動画の作

成・配信(10月～18動画 23,270

回視聴)、ボランティアと連携した子

どもの読書活動応援イベントの実

施（11月）

①②学校図書館の運営体制が整っていない学校等に対

し、指導資料や支援事業を通じた体制の整備を推進するこ

とができた。

  学校司書向けの講習のほか、新任校長等を対象としたオ

ンデマンド研修を行い、学校図書館や読書活動推進に関

する理解を図るとともに、学校図書館の環境整備の充実を

図る必要がある。

③幼児児童生徒の読書への興味・意欲の喚起を図ること

ができた。

  各学校におけるボランティアとの連携による取組の促進

など、更に工夫した取組を展開する必要がある。

①②講習の実施及び社会

教育巡回訪問による学校図

書館の実態把握及び整備

が推進された。

　　広報誌「地学協働」にお

いて学校図書館の整備に係

る好事例を継続的に発信し

普及啓発を図った。

③子どもの読書活動応援動

画を活用した各種取組によ

り幼児児童生徒の読書への

興味・意欲の喚起を図った。

取組

の柱
(5)言葉を学び、感性を磨き、表現力を高める読書活動の推進

点

数
1 点
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点

R6.2

50.0

99.0% 3

　　学校訪問や学校図書館担当職員

講習の実施により、目標値には届か

なかったものの、学校司書の配置率

が増加した。

9.9

学校司書を配置している

と回答した学校の割合

(%)
4.7

(R3)

10.0 20.0 30.0 40.0

学校図書館

の現状に関

する調査

（道教委）

　　スポーツ選手によるおすすめ本の

動画作成・配信や、ビブリオバトルイ

ベントの実施を通じて、学校における

読書活動を推進した。

R7.2

点

学校図書館

の現状に関

する調査

（道教委）

R6.6

一斉読書や書評合戦(ビ

ブリオバトル)等の読書推

進活動に取り組む学校の

割合(%)
76.7

(R3)

79.0 82.0 85.0 88.0 91.0

ICTを活用して自分に

合った学習ができる高校

１年生の割合(%)
75.9

100.0

調整中

　　ICTの効果的な活用に係る研究協

議や実践発表等を取り入れた授業研

究セミナー、授業改善セミナーを実施

した。

R6.７

80.0 85.0 90.0 95.0

点

R6.６

北海道高等

学校学習状

況等調査

（道教委）

4

　　各地域（10ブロック）における成果

発表会（193校663名参加）や代表

校による「探究チャレンジ・ジャパン」

（道内29校104名、道外８校28名参

加）の実施により対外的な成果発表

の機会を設定した。

　言語能力、情報活用能力等の育成

により、新たな探究に向かう生徒の意

欲が向上している。

68.7

点

R5.4

管内高等学

校等の状況

調査

（道教委）

総合的な探究の時間にお

いて、対外的な成果発表

の機会を設定している学

校の割合(%)
56.9

60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

114.5%

主体的・対話的で深い学

びの視点からの授業改善

により指導と評価の一体

化が図られている学校の

割合(%)

66.5

79.3

70.0 80.0 90.0 95.0

R7 R8 R9 調査期日

100.0

113.3% 4

　　各教科における探究的な学びの推

進に向けた授業研究セミナー・授業

改善セミナーの実施（30会場、682

名参加）により、指導と評価の一体化

等の授業改善を推進した。

　「探究的な学び」等を通じた授業改

善に取り組む教員の意識を醸成し

た。

点

R5.4

管内高等学

校等の状況

調査

（道教委）

施 策 評 価 調 書

１　施策の状況

施策名
施策項目４　新しい時代に必要となる資質・能力
　　　　　　　　　　の育成（高校）

所管課
高校教育課（社会教育課、学力向上推進課、ＩＣＴ教育推

進課）

２　定量評価

指標
基準値

(R4)

目標値(上段)

進捗率
点

数

施策の

方向性

(要約)

○　　生徒が自ら解決すべき課題を見いだし、主体的に考え、多様な立場の人々と協働的に議論し、納得解を生み出すなど、新学習

　　指導要領が目指す資質・能力を確実に育成するため、教科等横断的な教育を実践する。

○　　生徒一人一人に応じて、「指導の個別化」や「学習の個性化」を通じ、生徒が「個別最適な学び」を進めることができるように

　　するとともに、探究的な学習活動や体験活動などを通じて「協働的な学び」を充実させる教育を実践する。

○　　生徒がＩＣＴや学校図書館を日常的に活用することにより、自ら学び直しや発展的な学習を行うことができるよう、学校司書の

　　配置を進めるなど、ＩＣＴや学校図書館を効果的に活用する教育を実践する。

○　　中学校段階までの学習の成果や高校段階における学力の状況を踏まえ、基礎的・基本的な知識や技能を確実に習得させ、

　　これらを活用して解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、個性

　　を活かし社会の一員として多様な人々との協働を促す教育を実践する。

前年度

の状況

総合評価 評価年度（令和　　年度）の取組【Ｐ】

(前年度の状況欄は、来年度以降作成の報告書から記載されます。)

出典

（調査機関） 分析(令和５年度の主な

取組と成果)【Ｄ・Ｃ】
実績値(下段)

R5 R6

所管課ＨＰ
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令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

①道立図書館及び市町村立図書

館等との連携による読書環境の整

備や、資料・情報サービスの提供

による学習活動や読書活動の充

実

②学校図書館の担当職員を対象

とする講習の実施や、学校図書館

の整備充実を担う学校司書の配

置に向けた取組の推進

①-1 道立図書館の「学校図書館

支援事業」や「支援貸出事業」の

活用促進に係る説明会の開催（５

月）及び事業実施（利用登録20

校、全生徒(498名)登録１校、事

業(環境改善)実施２校）

①-2 スポーツ選手によるおすすめ

本の動画作成・配信や、ビブリオバ

トルイベントの実施（11月）

②学校司書の配置促進や資質向

上に向けた講習の実施（高校から

の受講者：20名、冬季オンデマン

ド視聴：10名）、運営体制整備や

利活用促進に向けた指導資料の

作成、社会教育巡回訪問等におけ

る指導資料による指導助言

①利用登録校の増加等が見られることから、引き続き、電

子書籍も含めた生徒の自主的な読書活動の推進を図る

ための環境を整備する。

②学校図書館の担当職員を対象とした研修の実施や指

導資料の活用により、担当教職員の理解の深化が図られ

たことから、管理職を含めた学校図書館や学校司書の役

割について一層の理解を深めるため、学校図書館担当職

員講習や管理職を対象とした研修を引き続き実施するこ

とが必要である。

①生徒がＩＣＴや学校図書

館を日常的に活用し主体

的に学ぶことができるよう、

読書活動を１人１台端末か

らも行うことができる連携・

支援を推進した。

②学校図書館の担当職員

向け講習の実施や指導資

料の活用により、担当教職

員の理解の深化が図られ

た。

取組

の柱
(4)読書活動の充実

点

数
1 点

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

①ICT機器を活用して「総合的な

探究の時間」等で取り組んだ探究

学習の成果発表会の実施

①-１　各地域（10ブロック）で探

究活動の成果発表会をオンライン

で実施（12月～１月、193校663

名参加）

①-2　道外の高校とオンラインで

結び、探究活動の成果発表会「探

究チャレンジ・ジャパン」を実施（２

月、道内29校104名、道外８校28

名参加）

①本事業に参加した９割以上の生徒が、言語能力や情報

活用能力等の資質・能力の向上を実感し、更なる探究へ

の意欲が向上したと回答。生徒が自分の考えを深めたり、

新たな視点を得たりして、資質・能力の向上につなげるこ

とができるよう、ICT機器を活用した発表・交流する機会

を一層拡充することが必要である。

①本事業において、R5は

243校982名（R4:228校

859名）が参加。また、道外

の高校に参加を依頼し、生

徒が全国規模の成果発表

会で発表・交流できる機会

が設定できた。

①各教科における探究的な学びの

推進に向けた教員向けセミナーの

実施

①-１　大学等と連携し事前検討会

を取り入れた授業研究セミナーの

実施【教科：国語、数学、地理歴

史・公民、理科、外国語（英語）】

（20会場、458名参加）

①-2　優れた教科指導力を有する

教員による実践発表等を取り入れ

た授業改善セミナーの実施【教

科：情報、家庭、芸術（音楽）、保健

体育】（10会場、224名参加）

①東京学芸大学と連携し、探究的な学びの改善・充実に

向けた教職員研修動画「ツールキット」を作成し各学校に

周知。セミナーの３か月後アンケートでは、約７割の教員

が、探究的な学びを通じて資質・能力を育成する授業に

既に取り組んでいると回答し、残りの教員は今後取り組む

と回答。また、９割以上の教員が、セミナーの内容が授業

改善に役立ったと回答。セミナーの内容を「校内で共有し

た」と回答した教員は約６割に止まっていることから、セミ

ナーの内容の更なる普及を図ることが必要である。

①-1　授業研究セミナーに

おいて、全ての会場でオン

ラインと参集のハイブリッド

開催として教員が参加しや

すい環境を整備し、授業改

善の取組を推進した。

①-2　授業研究セミナーに

ついて、新たに教科「農業」

で実施し、専門高校におけ

る探究的な学びの充実を

図った。

取組

の柱
(3)ICT環境を適切に活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実

点

数
1 点

取組

の柱
(2)主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

点

数
1 点

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

令和５年度の主な取組【Ｐ】 取組の実績【Ｄ】 取組の成果と課題【Ｃ】 進捗状況

①各学校段階において育成を目

指す資質・能力を明確にし、学校

段階間において共有するなど、小

学校から高校までの12年間を見

通した検証改善サイクルの確立

②教科指導訪問の実施

③北海道高等学校教育課程研究

協議会において先進事例や好事

例の普及啓発

①EBE（Evidence Based

Education）協議会を開催し、小

中高の管理職等で組織的な授業

改善等に向けた協議を実施（全管

内で２回開催）

②授業改善に係る教科指導訪問

の実施（９月～12月）

③北海道高等学校各教科等教育

課程研究協議会の開催

（約2,700名参加）

①学力向上に向けた取組についての共通理解やエビデ

ンスに基づく具体的な取組が明確となり、今後必要な取

組の重点化を図ることができた。小中高一貫した取組を

一層推進するため、中高連携による授業改善の充実に向

けた取組を推進する必要がある。

②「主体的・対話的で深い学び」の推進に向けて、学校教

育目標等を踏まえた指導助言が必要である。

③道教委が作成した「高校学校教育課程編成・実施の手

引」を基にした説明・協議や、先進的な取組を行っている

教員による講演等を実施し、各教科における探究的な学

びを推進する授業について理解を深めた。

①小中高の管理職等での

協議により、系統的に資質・

能力を育成する組織体制

が充実している｡

②１校に複数教科の訪問

が可能となるよう、効果的な

訪問計画を立てたことで、

指導助言の機会が増加し

た。

③各学校における指導の充

実が図られ、探究的な学び

を推進する学校が増加して

いる。

３　定性評価
取組

の柱
(1)教科等横断的に資質・能力を育成する校内体制の構築

点

数
1 点
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調整中 1.0 調整中

５　総合評価を踏まえた次年度の取組【Ａ】

　取組の柱（１）教科等横断的に資質・能力を育成する校内体制の構築

　○　　教科指導訪問における指導助言の充実を図る指導主事研修会を実施し、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善につ

　　　いての理解を深める。

　○　　高校におけるCBA調査や全国学力・学習状況調査等の分析結果を踏まえたエビデンスに基づく生徒の資質・能力の育成を図るため、

　　　EBE協議会の開催など、組織的な授業改善や校内体制の整備に向けた取組を推進する。

　取組の柱（２）主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

　○　 教科における「探究的な学び」や「ICTの効果的な活用」をテーマとした教員向けセミナーの内容の充実を図る。

　取組の柱（３）ICT環境を適切に活用した「個別最適な学び」と「協働的な学び」の充実

　○　 ICT機器を活用して海外の高校との発表・交流を取り入れた探究活動の成果発表会を実施する。

　取組の柱（４）読書活動の充実

　○　 学校図書館担当職員向けの講習のほか、新任校長等を対象としたオンデマンド研修を行い、生徒の自主的な読書活動の推進や、学校

　　　図書館やICTを活用した情報活用能力の育成に関する理解促進を図る。

４　総合評価
定量評価の判定

(各指標平均点)　[ア]
定性評価の判定[イ] 合計点[ア＋イ] 総合評価

－48－ 


